
 

 掲示期間 3.29-4.7 

新潟市消防職員服務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和６年３月２９日 

新潟市消防局長 小林 徹   

新潟市消防局訓令第９号 

   新潟市消防職員服務規程の一部を改正する規程  

 新潟市消防職員服務規程（平成３年消防局訓令第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第１８条の見出し中「消防手帳」を「消防職員証」に改め、同条第１項中「消防手帳、

立入検査証及び名刺（別に定める様式）５枚以上」を「消防職員証」に改め、同条第２項

中「消防手帳」を「消防職員証」に、「消防手帳取扱規程（昭和２７年新潟市消防本部訓

令第１１号）」を「新潟市消防職員証規程（令和６年新潟市消防局訓令第８号）」に改め

る。  

第２１条を次のように改める。  

（履歴書等）  

第２１条 新たに職員に採用された者は、速やかに履歴書を提出しなければならない。  

２ 前項の履歴書には、学校の卒業証明書又はこれに準ずる証明書を添えなければならな

い。  

３ 職員は、第１項の履歴書を提出した後、氏名、住所、学歴、資格等の履歴事項に異動

を生じたときは、その事実を証明する書類を添えて速やかに局長に届け出なければなら

ない。  

 第２２条を削り、第２２条の２を第２２条とする。  

 第２８条中「別記様式第６号」を「別記様式第１号」に改める。  

 第２９条を次のように改める。  

 （旅行等の届出）  

第２９条 職員は、海外旅行、県外旅行又は宿泊を伴う県内旅行（新潟市内を除く）をし



 

ようとするときは、別記様式第２号又は別記様式第３号により所属長（所属長が旅行等

する場合は局長）に届け出なければならない。 

  別記様式第１号、別記様式第２号及び別記様式第３号を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第１号（第２８条関係）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第４号を削る。 

附 則  

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 


